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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第11期
第３四半期
連結累計期間

第12期
第３四半期
連結累計期間

第11期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 2,062,752 4,923,923 2,690,665

経常利益 (千円) 656,601 1,030,320 698,860

四半期(当期)純利益 (千円) 401,318 893,436 422,708

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 305,614 1,096,804 414,328

純資産額 (千円) 6,859,035 8,406,976 7,114,248

総資産額 (千円) 6,992,140 10,022,264 8,358,488

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 4,191.88 9,324.99 4,414.48

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 4,188.77 － 4,411.98

自己資本比率 (％) 97.5 77.9 82.8

　

回次
第11期
第３四半期
連結会計期間

第12期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 5,455.96 5,656.17

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第11期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

４．第12期第１四半期連結会計期間より潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定にあたり、

平成22年６月30日改正の「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号）及び「１株当

たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しています。当該会

計方針の変更は遡及適用され、第11期第３四半期連結累計期間及び第11期連結会計年度の潜在株式調整後１

株当たり四半期（当期）純利益金額については、遡及処理後の数値を記載しております。

５．第12期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動については、以下のとおりであります。　

　

　　（コンサルティング事業）

　　　新規設立：DREAM INCUBATOR SINGAPORE PTE. LTD.

　
　この結果、平成23年12月31日現在では、当社グループは、当社、子会社６社及び関連会社２社により構成

されることとなりました。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記

載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

（１）業績の状況

当第３四半期連結累計期間の経営環境におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震

災とその後の電力供給の制約等により収縮した経済活動に持ち直しの動きが見られはじめたものの、景気

の見通しは依然として不透明な状況で推移しました。

 

　このような経営環境下において、当社及び当社グループの当第３四半期連結累計期間における経営成績

は、売上高は4,923,923千円と前年同期に比べ2,861,170千円（138.7％）の増収、経常利益は1,030,320千円

と前年同期と比べ373,718千円（56.9％）の増益、四半期純利益は893,436千円と前年同期と比べ492,118千

円（122.6％）の増益となりました。

 

  経営成績を事業の種類別セグメントで分析いたしますと、以下のようになります。

 

  ①コンサルティング事業

　コンサルティング事業セグメントは、景気の見通しが不透明な状況の中、既存顧客である大企業への戦略

コンサルティング売上が堅調に推移し、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,466,254千円（前年同四半

期は1,136,785千円）、セグメント利益（営業利益）は339,271千円（前年同四半期はセグメント利益（営

業利益）420,312千円）となりました。

 

  ②ベンチャー投資育成事業

　保険事業セグメントには、連結子会社である株式会社アイペットが運営するペット医療向け保険が含ま

れ、当第３四半期連結累計期間においてペット医療向け保険の加入件数は順調に増加しました。また、株式

会社アイペットの会計上のみなし取得日を前連結会計年度末としたことから、当第３四半期連結累計期間

より損益を計上することとなり、その結果、売上高は2,365,388千円、セグメント利益（営業利益）は

491,997千円となりました。

　営業投資事業セグメントにおいては、既存投資先ベンチャーのうち、当社が深く支援することで成長加速

が見込まれる先とそれ以外の先について選別し、集中すべき先については資金と人材を投入、それ以外につ

いては売却を進めました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は919,294千円（前年同四半期は

871,556千円）、セグメント利益（営業利益）は288,366千円（前年同四半期はセグメント利益（営業利

益）297,662千円）となりました。　

　その他事業セグメントには、連結子会社である株式会社リバリューが運営するリバースサプライチェーン

事業等が含まれ、当第３四半期連結累計期間の売上高は172,986千円（前年同四半期は54,409千円）、セグ

メント損失（営業損失）は77,933千円（前年同四半期はセグメント損失（営業損失）27,175千円）となり

ました。

　
（２）財政状態の分析
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当第３四半期連結会計期末における資産は10,022,264千円（前期末比1,663,775千円増）、負債は

1,615,287千円（同371,047千円増）、純資産は8,406,976千円（同1,292,728千円増）となっております。

　前連結会計年度末比での資産及び純資産増加の主な理由は、当第３四半期連結累計期間において四半期純

利益を計上したためであります。

　
  （３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。

　
（４）研究開発活動

該当事項はありません。

　
（５）生産、受注及び販売の実績

　①生産実績

当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

　

　②受注実績

当第３四半期連結累計期間における受注実績は次のとおりであります。

なお、営業投資事業につきましては、受注という概念がございませんので記載しておりません。

　

区分

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日)

前年同四半期比
（％）

金額(千円) 金額(千円)

コンサルティング事業 969,149 1,542,264 59.1

保険事業 － 2,364,888 －

その他事業  54,703 　173,070 216.4

合　計  1,023,853 4,080,223 298.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　③販売実績

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。

区分

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

コンサルティング事業 1,466,254 29.0

保険事業 2,365,388 －

営業投資事業  919,294 5.5

その他事業 　172,986 217.9

合　計 4,923,923 138.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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　④投資実績

証券種類

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日）

投資実行高 期末投資残高 投資実行高 期末投資残高

金額
(千円)

会社数
(社)

金額
(千円)

会社数
(社)

金額
(千円)

会社数
(社)

金額
(千円)

会社数
(社)

　株式 81,623 3 2,984,45153 － － 2,614,25946

　新株予約権等 － － 0 29 － － 0 28

合計 81,623 3 2,984,45168 － － 2,614,25961

(注) １　新株予約権等は、当社コンサルティングサービスの対価として発行会社から無償で取得している場合がありま

すが、上表においては、その際の金額をゼロとし会社数のみを記載しております。 

２　株式、新株予約権等を重複して投資を行っている会社があります。 

３　時価のあるものについては、取得原価を記載しております。 

４　上表には余剰資金の運用目的の有価証券及び投資有価証券は含まれておりません。

５　当社グループは、未公開時点では投資をしていなかったPost-IPO企業の株式をIPO後に取得する場合がありま

すが、上表には当該投資金額及び会社数は含まれておりません。

６　期末において保有している新株予約権等を全て行使した場合の株式取得価額の総額は、以下の通りでありま

す。

前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間

843,991千円 839,091千円

　

 

（６）主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第３四半期連結累計期間に著

しい変動があったものは、次のとおりであります。

　新設

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容
期末取得価額（千円）

建物
工具、器具
及び備品

提出
会社

本社
(東京都千代田区)

コンサルティング事業
営業投資事業

本社事務所 98,55344,218

(注) １　本社移転に係る造作等であります。

２　上表金額には、消費税等は含まれておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 288,000

計 288,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 95,811 95,811
東京証券取引所
（市場第一部）

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式。
単元株制度を採用していない
ため、単元株式数はありませ
ん。

計 95,811 95,811 ― ―

(注)  提出日現在発行数には、平成24年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。

　

決議年月日 平成23年６月17日

新株予約権の数(個) 3,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
①　1,499株　（注）１
②　1,501株　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ①、②　57,060円　（注）２

新株予約権の行使期間
①　平成25年11月22日から平成33年６月17日
②　平成26年11月22日から平成33年６月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の
発行価格及び資本組入額(円)

①　発行価格　81,859円　資本組入額40,930円　
②　発行価格　83,386円　資本組入額41,693円

新株予約権の行使の条件 （注）３，４

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要す
る

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

－

(注) １　新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約

権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる１株未満の株式は切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合（新株予約権の行使

に伴う株式の発行を除く）には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げる。

　 既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

３　新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従

業員の地位にあることを要す。

(2) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認

を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。

(4) その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予

約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。

４　新株予約権の取得事由

(1) 当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会に

おいて別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が上記３に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決

定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。

５　平成23年11月21日開催の取締役会決議に基づき、取締役２名、使用人66名に新株予約権3,000個を付与して

おります。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年12月31日 － 95,811 － 4,615,585－ 4,653,082

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 　 　 平成23年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　95,811 95,811
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 95,811 ― ―

総株主の議決権 ― 95,811 ―

(注)  「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が５株（議決権５個）含まれて

おります。

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成23年10月　１

日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,145,436 3,203,291

売掛金 735,029 749,344

営業投資有価証券 2,855,891 2,595,461

投資損失引当金 △202,056 △202,056

有価証券 － 1,020,005

たな卸資産 36,089 62,780

繰延税金資産 237,909 328,934

未収還付法人税等 5,314 2,193

その他 55,644 87,707

貸倒引当金 △15,982 △16,783

流動資産合計 6,853,277 7,830,879

固定資産

有形固定資産 29,045 150,489

無形固定資産

のれん 995,636 1,089,746

その他 57,028 37,258

無形固定資産合計 1,052,664 1,127,004

投資その他の資産

投資有価証券 55,931 41,003

長期貸付金 61,800 60,850

その他 367,569 335,707

貸倒引当金 △61,800 △60,850

投資その他の資産合計 423,500 376,711

固定資産合計 1,505,210 1,654,205

繰延資産

保険業法第113条繰延資産 － 537,179

繰延資産合計 － 537,179

資産合計 8,358,488 10,022,264
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 330 17,046

未払金 94,913 74,035

保険契約準備金 927,554 1,336,678

支払備金 116,309 160,098

責任準備金 811,244 1,176,579

未払法人税等 32,823 20,988

前受金 34,146 9,966

その他 154,471 156,572

流動負債合計 1,244,239 1,615,287

負債合計 1,244,239 1,615,287

純資産の部

株主資本

資本金 4,615,585 4,615,585

資本剰余金 4,796,069 4,796,069

利益剰余金 △2,090,405 △1,196,968

株主資本合計 7,321,248 8,214,685

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △276,780 △278,803

為替換算調整勘定 △119,817 △128,723

その他の包括利益累計額合計 △396,598 △407,526

新株予約権 56,991 106,807

少数株主持分 132,607 493,010

純資産合計 7,114,248 8,406,976

負債純資産合計 8,358,488 10,022,264
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

売上高 2,062,752 4,923,923

売上原価 933,368 2,582,370

売上総利益 1,129,384 2,341,552

販売費及び一般管理費 460,737 1,299,851

営業利益 668,646 1,041,700

営業外収益

受取利息 9,928 3,842

貸倒引当金戻入額 － 350

物品売却益 2,203 3,478

その他 2,715 2,514

営業外収益合計 14,846 10,186

営業外費用

出資持分損失 16,565 6,039

為替差損 3,733 12,621

その他 6,591 2,906

営業外費用合計 26,891 21,566

経常利益 656,601 1,030,320

特別損失

固定資産除却損 3,591 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,800 －

投資有価証券売却損 233,715 －

投資有価証券償還損 2,121 －

特別損失合計 252,228 －

税金等調整前四半期純利益 404,372 1,030,320

法人税、住民税及び事業税 3,155 13,537

法人税等調整額 － △91,025

法人税等合計 3,155 △77,487

少数株主損益調整前四半期純利益 401,217 1,107,808

少数株主利益又は少数株主損失（△） △100 214,371

四半期純利益 401,318 893,436
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 401,217 1,107,808

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △82,459 △2,022

為替換算調整勘定 △13,144 △8,981

その他の包括利益合計 △95,603 △11,003

四半期包括利益 305,614 1,096,804

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 305,846 882,508

少数株主に係る四半期包括利益 △232 214,295
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

(連結の範囲の重要な変更)

第２四半期連結会計期間より、新たに設立したDREAM INCUBATOR SINGAPORE PTE. LTD.を連結の範囲に含めてお

ります。

　

【会計方針の変更等】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

(会計方針の変更)

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号  平成22年６

月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号  平成22年６

月30日)を適用しております。

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・

オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な

評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

なお、これによる影響については、「１株当たり情報に関する注記」に記載しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　

　（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以降に開始する連結会計年度か

ら法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税、並びに繰越欠損金の控除限度額の変更等が行われることとなり

ました。これに伴い、当第３四半期連結累計期間において流動資産の繰延税金資産が179,163千円減少しており、法

人税等調整額が同額増加しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

　

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれ

んの償却額は、次のとおりであります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 7,075　千円 46,653　千円

のれんの償却額 5,639  〃 82,766  〃

　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

　

　報告セグメント
その他
(注)

合計
営業投資
 

コンサルティング
 

計
 

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

871,556 1,136,7852,008,34254,4092,062,752

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 871,556 1,136,7852,008,34254,4092,062,752

セグメント利益又は損失(△) 297,662 420,312 717,974△27,175 690,799

(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであるリバースサプライチェーン事

      業を含んでおります。
　

２.  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 717,974

「その他」の区分の利益 △27,175

全社費用(注) △22,152

四半期連結損益計算書の営業利益 668,646

(注)  全社費用は、親会社本社の経営管理部門に係る費用であります。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日)

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

その他 合計コンサルティング
事業

保険事業 営業投資事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,466,2542,365,388919,2944,750,937172,9864,923,923

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,466,2542,365,388919,2944,750,937172,9864,923,923

セグメント利益又は損失
（△）

339,271491,997 288,3661,119,634△77,9331,041,700

(注)  報告セグメント及びその他セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額は一致し

ております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　事業セグメントの利益又は損失の測定方法の変更

第１四半期連結会計期間より、各事業セグメントへ直課できない営業費用の各事業セグメントへの配

分方法を変更しております。これは、保険事業等の新しい事業の本格的な開始を機に、業績管理手法を見

直したことによるものであります。

この変更による当第３四半期連結累計期間のセグメント利益の影響は、コンサルティング事業が

109,883千円の減少、保険事業が4,948千円の減少、営業投資事業が110,025千円の増加となっております。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な変動はありません。

　

　

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動

がありません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 4,191円88銭 9,324円99銭

  (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 401,318 893,436

    普通株主に帰属しない金額 ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 401,318 893,436

    普通株式の期中平均株式数(株) 95,737 95,811

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 4,188円77銭 ―

  (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益調整額(千円) ― ―

    普通株式増加数(株) 71 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、当第３四半期連結累計期間は希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
　

(会計方針の変更)

 第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号  平

成22年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

４号  平成22年６月30日)を適用しております。

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するス

トック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オ

プションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しており

ます。

 なお、これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益の金額は、4,187円29銭であります。

　
２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２４年２月１４日

株式会社ドリームインキュベータ

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    上　原　仁  　　　　    印
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    上　林　敏　子　　　    印
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    谷　口　公　一　　　　  印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社ドリームインキュベータの平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの連結会計年度の第３四
半期連結会計期間(平成２３年１０月１日から平成２３年１２月３１日まで)及び第３四半期連結累計期間
(平成２３年４月１日から平成２３年１２月３１日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸
借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ドリームインキュベータ及び連結子
会社の平成２３年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成
績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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